
 

 

 

 

 

 

27. 豪雨災害事例 
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28．カワシンジュガイに関する調査 
 

 



河 川 名 市 町 村 名 No.
生息

の有無

1 ○
2 ○
3 ×
4 ×
1 ○
2 ○
3 ○
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
6 ×
7 ×
8 ×
9 ×
10 ○

※2 番号は下流からの順となっている。

天塩川流域におけるカワシンジュガイ調査状況【本川】

名 寄 市

※1 『環境省レッドデータブック』絶滅危惧Ⅱ類に指定されているカワシン
ジュガイの生息位置等が特定される情報は、公にすることにより、乱獲、盗
掘等や、動植物の営巣・生息地への意図的な侵入を招き、当該動植物の
保護の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、行政機関の保
有する情報の公開に関する法律第５条第６号に該当すると判断し、記載し
ていない。

天 塩 川

音 威 子 府 村

美 深 町

中 川 町
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No.
生息

の有無

1 ○
2 ×
3 ○
4 ○
5 ○
1 ○
2 ×
3 ○
4 ○
5 ○
6 ○
7 ○
8 ○
9 ○
10 ○
1 ×
2 ×
3 ×
4 ○
5 ○
6 ○
7 ×
8 ×
9 ×
10 ×
11 ×
12 ×
1 ×
2 ○
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
8 ×
9 ×
10 ×
11 ×
1 ○
2 ○
3 ×

※2 番号は下流からの順となっている。

天塩川流域におけるカワシンジュガイ調査状況【支川】

雄 信 内 川

東 雄 信 内 川

※1 『環境省レッドデータブック』絶滅危惧Ⅱ類に指定されているカワシ
ンジュガイの生息位置等が特定される情報は、公にすることにより、乱
獲、盗掘等や、動植物の営巣・生息地への意図的な侵入を招き、当該
動植物の保護の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、行
政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条第６号に該当する
と判断し、記載していない。

サ ロ ベ ツ 川

下 エ ベ コ ロ ベ ツ 川

パ ン ケ オ ー ト マ ッ プ 川

河 川 名

ロ ク シ ナ イ 川
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No.
生息

の有無

1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
8 ×
9 ×
10 ×
11 ○
12 ○
13 ○
14 ○
1 ×
2 ×
3 ×
1 ×
2 ×
3 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ×
6 ×
7 ×
8 ×
9 ×
10 ×
11 ×
12 ×
13 ×
14 ×
15 ×
16 ×

※2 番号は下流からの順となっている。

河 川 名

問 寒 別 川

ヌ カ ナ ン 川

ヌ プ カ ナ イ 川

ケ ナ シ ポ ロ 川

コ ク ネ ッ プ 川

パ ン ケ ナ イ 川

安 平 志 内 川

※1 『環境省レッドデータブック』絶滅危惧Ⅱ類に指定されているカワシ
ンジュガイの生息位置等が特定される情報は、公にすることにより、乱
獲、盗掘等や、動植物の営巣・生息地への意図的な侵入を招き、当該
動植物の保護の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、行
政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条第６号に該当する
と判断し、記載していない。
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No.
生息

の有無

1 ×
1 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
1 ×
1 ○
2 ○
3 ○
4 ×
1 ×
1 ×
1 ×
2 ×
1 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
8 ×
9 ×
10 ×
11 ×
12 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
8 ×
1 ×
2 ○
3 ○
4 ○
5 ○
6 ×
7 ×
8 ×
9 ×
10 ×
11 ×
12 ○
13 ×
14 ×
15 ×

※2 番号は下流からの順となっている。

オ グ ル マ ナ イ 川

ウ ル ベ シ 川

河 川 名

物 満 内 川

ワ ッ カ ウ エ ン ベ ツ 川

音 威 子 府 川

美 深 パ ン ケ 川

ペ ン ケ ニ ウ プ 川

智 恵 文 川

※1 『環境省レッドデータブック』絶滅危惧Ⅱ類に指定されているカワシ
ンジュガイの生息位置等が特定される情報は、公にすることにより、乱
獲、盗掘等や、動植物の営巣・生息地への意図的な侵入を招き、当該
動植物の保護の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、行
政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条第６号に該当する
と判断し、記載していない。

ル ベ シ ベ 川
志 文 内 川

名 寄 川

ペ ン ケ サ ッ ク ル 川
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No.
生息

の有無

16 ×
17 ×
18 ×
19 ×
20 ×
21 ×
22 ×
23 ×
24 ×
1 ×
2 ×
3 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
8 ×
9 ×
1 ○
2 ○
3 ○
4 ○
5 ×
6 ○
7 ×
8 ○
9 ×
10 ×
11 ×
12 ×
13 ×
14 ×
15 ×
16 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
1 ×
2 ×
1 ○
2 ○
3 ×
4 ×

※2 番号は下流からの順となっている。

５ 号 沢 川

幌 内 越 沢 川

河 川 名

一 の 沢 川

サ ン ル １ ２ 線 川

下 川 パ ン ケ 川

サ ン ル 川

名 寄 川

松 ノ 川

※1 『環境省レッドデータブック』絶滅危惧Ⅱ類に指定されているカワシ
ンジュガイの生息位置等が特定される情報は、公にすることにより、乱
獲、盗掘等や、動植物の営巣・生息地への意図的な侵入を招き、当該
動植物の保護の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、行
政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条第６号に該当する
と判断し、記載していない。
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No.
生息

の有無

1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
1 ×
2 ○
3 ○
4 ○
5 ×
6 ×
1 ○
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
8 ×
9 ×
10 ×
11 ×
12 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
8 ×
9 ×
10 ×
11 ×
12 ×
13 ×
14 ×
15 ×

※2 番号は下流からの順となっている。

新 タ ヨ ロ マ 川

剣 淵 川

シ カ リ ベ ツ 川

風 連 別 川

下 川 ペ ン ケ 川

モ サ ン ル 川

※1 『環境省レッドデータブック』絶滅危惧Ⅱ類に指定されているカワシ
ンジュガイの生息位置等が特定される情報は、公にすることにより、乱
獲、盗掘等や、動植物の営巣・生息地への意図的な侵入を招き、当該
動植物の保護の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、行
政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条第６号に該当する
と判断し、記載していない。

河 川 名
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No.
生息

の有無

1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
8 ×
9 ×
10 ×
11 ×
12 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×
7 ×
8 ×
9 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
1 ×
2 ×
3 ×
4 ×
5 ×
6 ×

※2 番号は下流からの順となっている。

ペ ン ケ ヌ カ ナ ン プ 川

西 内 大 部 川

刈 分 川

辺 乙 部 川

犬 牛 別 川

河 川 名

※1 『環境省レッドデータブック』絶滅危惧Ⅱ類に指定されているカワシ
ンジュガイの生息位置等が特定される情報は、公にすることにより、乱
獲、盗掘等や、動植物の営巣・生息地への意図的な侵入を招き、当該
動植物の保護の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、行
政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条第６号に該当する
と判断し、記載していない。
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